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|論説

護主判員制監と茸号事蒔j去に封する

弁護士的意識

はじめに
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我々は、巨本宇:r;~J1;;< E司会科学!j;f冗'!!';主将研究 lAJ I JJ:';';J 員却'1支のぺ?

と望ましい市Jt立運用について 裁判員権1授ははム-71する治、つ 」

(2007---2010年 f士、緋先代表若干叶'J 良之 J 、 l'付~r学研究資寄与事芸術究 Jλ) 'il{ 

事とむ王!パl事決判心押戸内椛築にInj~)て I (2007 -----2.0 1 01;-: 1!{、

1:汁光代表者r' 1~)(M，戸JIの法訟を待て、 2以)日守に、#日立 合g)M脊対象とし

て裁判l只事i皮と)::11 ~ J i: -1-1訂正i一向すえJ足度認査を;hった，]'，本柏(j:~::-の調主

ヂ タのみf峰出j分為「事長を、高容の '1斗; ぷア斗)ーィン、調告、方法、調告、

禁の情成ととも tこ小すものである J 裁判~:~制!正の日絞のアクタ である

弁議 U'J&判長制度苓とのように詳似しているか、またとのように行動

し〈ζ弓としているが、ぞ Lてそれは 枝川氏の戸、皮とはどの上ゐ l異

な J どいるのかを苅ることは、裁判H叩Ijr支のノわことって非 1日に

あろう c それにιかかオ}らす、制究，--0)問撲もあって、守護 iを対象と
した二の悼の志故調査は行われてこながったr 我々は、調査刀法f いく

つかの l 夫を加えるこれ~よって、 f円前!乏の I'~jい凶j去を行うこ r ができ

たn 詳織でち判的な分析は今役行われるこ rになるが、台りあえず戸ー

タt'j 卜を保定L、記述的なヂ タの訣礎的分析結れを可てすこと l土、子

7ピゾトの信頼性ギト担保するための必要条件であろ〉】{ さら[それlーと

どまらず、裁刊4 員市支l士、ミ見ィLもっ kも同心を十以イL、いる政治的・ tl

1， I LiJ:Gl :j・540):)4つ



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

会的課題であり、旦怠;デ タの主主終的分f;-r-~，-~j 果

日立Jにも実務的にも有玄設であろう〈

るここは、学

2置リサーチデザイン・調査方法

経験上、フンダム斗ンプルに」る弁誌上に討する郊送調夜では、|口i収

2与が著しくイ従って、ここでは調企汁象者を全上司の弁護 1からラン

グム 1アンプんで孔11山 tるとい 7方ばにはJらなかったハ手記々は、前7否対

象重土として、大塚tt，!~会所属、 Hえf弘会) ~i局、小規松会所属の 3 怪績

を考え、快挙-d'.))所属機関の所在地な〆σHti院から、 1、夫江筏会ぃ Lで東

55ミ 3 会{そこからはランダムトトシつ yレ)、 '1→規模去として LJL者~jf 譲 l 公(主主

、ノJ規模会こして、雨錦、旭JlI，~mft i'í-各弁註士会(忍t干〉全 J~んだ。

束庁、 15fJ;ご一)~，，ては会員数比例してサシ"7!レ殺を苦"1-)、二て、:主体で

I ~;OC，?)サンブルをランダムに拙 L_\ 1____ l.:.~， 凶 1X半を高くする一仁犬について

は、 i主を参照されとい."

4ト〆プル数、有効I"j答紋などは表 lの通nであゐ
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論 μ見

3.調査票の構成

この調査で用いたモデルは、弁護一軒の裁判員制民に関する態皮の構造

を示したものである(図 1 )っこれは、我々が2印〕自作 2月、 3月に行っ

た 般人を対象とする調査(その詳細|は、松村{也、 2肌)8参照)でJiJc、た

モデルと同じく、和|人の卜人lイ上変数を巾し、に捉えた何人モデルである{

この調査票の概要をモデル閃の上から青うと、

11) 裁判員J主判に関する法行動に関する設問

(21 裁'['IJ口制度に対寸る態度についての設問

1 :3) 刑事司法に関する休験と関心に関する設問

(4i 刑罰jおよび刑事可法に対する態度に関する設問

(5) 弁設士特性に関する設問

(6i デモグラブイツク安|刈に関する設問

から構成されているυ これらについて以下で説明する。

まずモデル凶の 番上にあるのが、裁判員裁判を導入することへの賛

芥、および裁判員裁判jの宅イ牛を受任したか丙かといった法行動である c

これは最終的な従属変数になる c ただし裁判員制度が導入される前に

j丁ったこの調査では、裁判員裁判の事件を受任したという実際の千丁助は

測定できない。

次にモテゃル閃の第2層にあり、法行動を規定しているものが、裁判!日

裁判に対Fる態度である η これは態度瓜論に基つぞいて、感情、認知、行

動の成分より構成されると持止えているコ

このうち裁判員制度に対する態度の感情的成分は、必判員裁判に閑す

る与えhのh向1生を意味する c たとえば裁判l只制度を肯定するか63とす

るかといったものであるc ここでは裁判員制度全艇についての許{曲、素

人が参加することへの評何、裁判l貝が受ける影響力についての評価、裁

判員の能力への詳f曲、裁判員が量刊をUとめることへの詐f曲、 般人の良

識への評価、裁I'IJP裁判にかかるコストへの評伺等を取り卜げた。

認知成分とは、知識やその構造のことであり、ここではとくに裁判員

制度に関する知識をさすc ただしこの嗣告は、裁判l員制度についての開

解や知識監が|分ある弁護寸?を対象としたものであるため、それについ

ては独立した設問としては尋ねていないc

r31 北法61U . 538) 538 
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論 μ見

行助成分は、行動の可能性、行助への意図をj;t;，-ねることによって測定

される c 具体的には裁判員裁判の事件を積秘的に受任したいとし寸行動

意図があるかとうかということである。

同じ第 2 同にあり、~S:判員制度に対する態度に影響を与える要因とし

て、法体験と法関心があるコ J主体験は、 IIlJmm件を弁議した経験の有住
や、無罪と忠っ亡いたのに有罪判決を受けた経験の有無である。他方、

法関心は刑事ポ件に関心が強いかとうかであ 1)，ここでは川ポ事件を受

任した刊数苛から間援的に測定したれ

モデルの第3層に、裁判只制度に対する態度を支える長底按|刈として、

i去に刻する態度があるハここではとくに刑罰に対する態度、刑事司法に

対する態度を意味し、検察についての評価や公nJIIIJ整理手続についての

詳{曲が含まれる。

最後に、|ヌ|の長十郎にあるのがデモグラフイヅク安附と弁護士判性で

あるコデモグラフイソク要因は、弁設一上の性別、年齢、および開業地域

が含まれる。弁護上特性としては、年間の取4泣い事件数、事務所の胤模、

事務所での地位、弁護一上登録年、判事・判宅補や検事なと与の他の法1111経

験が該当する。

なお、調査票については付録を参照されたいc

4.度数分布と基本統計量

以卜、各設問の皮数分布と基本統計量について調査票の設問の順序に

従って説則「るつなお、 2. リサーチデザイン・調査方法で孔則したよ

うに、この調査では、東京3会、京都弁護±会、札幌を除く幽館、旭川、

:iJ1I路の北海道3会の 3グループに分けて、サンプリングあるいは忍什調

貨を行っている。度数分布と某本統計量についても、名グループごとに

その数情を示すことにする。

なお、以|、度数分布と某本統計量の表 (:t:-2以十)は、印刷の都合
上、注および引用文献欄の後にまとめて掲げてある。

(1) 刑事弁護の経験

問lから問 5(問5には、枝問がある)までは、 IIIJ雫弁護の経験と担

当した事件のタイプ、その推移を尋ねている。結果は表 2の通りであ

r51 北法61U . 536) 536 



故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

る:-];'_-lj 

(2) 弁護上立録など

問6、問 7は弁護斗7登録と検宅、判雫(判事柄を含む)の経験をそ予ね

ている c 弁護上特性に闘わる設問であるが、嗣者県の十品成卜その一部を

ここで尋ねているじ結果は、表 3の通りである 2以)9年の授33が3人

しかないのは、了凋杏時期が修省修了時期より前であったために、 20ω午

のnJ法研修所修了者がまだそ子録されていなし、からである。

1: :-31 弁護上のメタ認知(一般人の刑事司法に対する態度についてのj

問8は、 般人が刑事同法制度をどのように拠えているかの弁議士の

メタ認知に関わる設問である。別の調杢(我々が20081[C2灯、 3月に行っ

た一般人を対象とする訓也、。その詳細は、松村{也、 2008参凹)では、一

般人のサンプルに、同じ設問を用いて、「あなたご悶身のご意見をお聞

かせ卜さい」と尋ねている。このように、メタ認知を尋ねるという弁護

士調査は今まで行われてこなかったが、 般人が7司法に参加する裁判員

裁刊にとって、人々の態度とそれについての弁護士のメタ認知がどのよ

うに異なるのかはすこぶる重要な問題であろう c結果は、表 4を参照

されたい。

(1) 川事裁判における弁護寸?の役刑

間9は刑事百j法に対する態度のうち、刑事弁識における弁護土の役割

およびそれと関連する事項についてj;t;，-ねているc全体で6問からなるが、

結果は表 5を参照されたい。

(5) JIIJ'll'司法への信頼

間10、11、12は、弁目盤上が検察官、刑事故判官、合察官をとの桂度信

頼できるかを尋ねてる。川j71同法のアクターの重県出分である弁議士が

刑事司法の他のアクターにとのような態度をとっ亡いるかは現A大の刑事

同法制度のあり々を理解するのに重要であろう。結果は表 日の通りで

ある。

(6) 刑制の目的

問13は刑罰のリ的( 般予防、応報、犯罪苫の更生)を、順位つ、けを

させて尋ねたものである c刑法理論では好んで議論される領域であるが、

法律家が天際にこの問題をとのように考えているかは今まではっきりし

なかった。結果は表 7を参照きれたいc 表では、 般予防、応報、犯

北it61(1. ;535) 53;5 161 



論 μ見

罪者の更正のそれぞれについて、 l需から 3寄までの選択の度数が示さ

れているおc

(7) 裁判員裁判の評価

間14は9問の小間からなり、妓判員制度への副吋wiの設問詳である。本

設問では、 I)ij述の、 2008年 2月、 3月にf丁った 般人を対象とする調査

と同じ設問を用いている η 結県は表 8の通りであるの

(S} 介護でにとっての裁判只裁判l

間lSは5つの小間からなり、「弁護上J C弁護人」との関わりという飢

I.~から、裁判口裁判に対する態度を尋ねている。本間は、そのような志

味で態皮の行動成分と関連する設問である。結果は表 日の通りである。

(9} 裁llJPOJ間断についての予測

間16は、 8問の小間からなり、裁判員がどのように行動するかについ

ての下測を尋ねている。本設問と|叶じ設問が、前述の、 2008年 2月、 3

月に行った一般人を対象とする調査でも用いられているc 結果は表 10 

の通りである。

(則被告人にとちらを勧めるか

間17は、身に覚えのない犯罰~で起訴された羽合に、もし、裁判員によ

る裁判と職業裁判下!のみによる裁判が遺択できるとしたら、どちらを被

告人に勧めるかを尋ねた設問である c この設聞は、弁護上の、裁判I員裁

判への最終評何と関連寸る重要な設問である。また、起訴されたとき

般人がどちらを選ぶかを、前述の、 2008作2打、 3月に行った一般人を

対象とする調査では尋ねており、それとの比較も興味深いU 結果は、表

11の通りである。

(tl) JIIJ事裁判への信頼と公11さ

間18と問19は、それぞれ刑事裁判への信頼とその公正さの詳細を 7点

尺度で尋ねている c 結果は、表 12の通りである

112， 無実と里、っていたのに有罪の判決を受けた経験(1，'，

同21では、t!:i~した事件で、JJJl実と巴っていたのに布界の円l決を受け

た経験を尋ねている。結果は、表 13の通りである、

仕当 弁護人にとってどのようなスキルが重安か

問22では、裁判員裁判では、弁護人にとってとのようなスキルが重要

かを、選択肢の中から選んでもらヮた(ただし、複数回答IIJ)。結果は、

r71 北法61U . 534) 534 



故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

表 14のjjjjりであるυ

1l4i 裁判員裁判jを受任するか

問23では、裁判員裁判への態皮のうちの行助成分(行肋意図)を直接

尋ねている{結米は表 15を参照されたいっ

(tヨ裁判只裁判への賛企

間24ごは、 J主判員主!と判の導入の資百をl白按尋ね亡いる。この設問は、

I)ij述の技々が2008年2月、 3月に行った 般人を対象とする調査の調査

票の最後の設問に対応、十るものであるつ結米は、表 16を参照されたいコ

uo 弁護士特性

間25から問27では、弁設士登録年、判事(判事補を色、む) ・検事の経

験を除く(その 2つについては同日、阿 7で尋ねている)弁護士射性(取

り扱い事件数、事務所の態様など)を質問している(円。結果は表 17の

通りである。

11刀 7_Lースシート

本嗣wではフェ スンートry同として、性別と生年を尋ねている。結
果は表 18を参照されたい。

l期待:本調査票作成にあたって、同志社大学の佐藤嘉説教授、東京大学

の大津裕教授、北海道大学の門取桁司教授に多くのご示陵、ご助

百を1買いたことに感謝する。

3主

(j'， 代々は、いわゆる「意識剥査」における「意議」を、 L、理学社会心理子

で言う態l正att山山と同義の概念ごあると珂解Lている A なお、松村他 ¥2006

: 11イ前七(1)1 参照。

はl 凶11)UYが高かったのは、介議士にとって興味はい問題むあったということ

もあるが、回収率を高めるため、いくつかの l犬を行ったことも百与している

であろう c 弁誰十に対する郵送調査行おうとする研究者の参主のために、ここ

ご郵送調芥の討しれを ~l;( しく述べておこうっ

11 ，1 北海道地Rでは、 1)j3日に、 3会の弁議十会長に事前挨おq!:と「裁判J

員削岐についての調存」の質問票(軒定版、 6ページ)を送付したυ 芹L

wし名義人は、科学附究費基盤制|究 (A) I裁判員制度の受存と望ましい
制l支運用につい亡 裁判員制l支は成功するか予 」の研究分担者である北

海道大学の山取祐μl教授(前法科人学院長)である!

北it61(1. ;533) 533 [81 



論 μ見

京都地同では、昔音の l人であるノk下が、 4月6日に京都弁議士会に電
話をし、弁詩|会の側が、「質問紙をファ yクスで送って欲ししりという

意思表示をしたので、「裁判員制度についての剥査」の質問山(世定版、

6ページ)、企回青(1ページ)、扶拶状(1ページ)を7l' "Jクスで送付

したc

*京地区では介護士会の執iJ郊に対するあいさつ、挨が状の送f、jなどは
してしゐなし冶p

いi) 4月6日(片)に、調音対象者に対L事前依頼状を剖害E送付した。

lii;:1 調査票(依頼状も同封)の投I判は 4月13H (月jであるつ稀め切り矧限

は4H30日とした。なお、郵Jさ刷査では、月曜日および)1&の後半の副l査11:
の到有は遊けるべきだとされているつ

H 1)J2711 (火)に、未返i若者に対し、督以犬(はがき)を投函した。

(汁 5月11日(火jに末返送TIに対L、督促状とともに調存票を再Jbしたじ

返信畑|浪は 5JJ30Hであるぞなお、実際に裁判民主止刊の公判が聞かれたの

はB円からであり、まだ裁判員裁判が開始されていない時点でちだ奈がなさ

れたことになる F

lYl) 訓査fJ!の郵送に用いた封筒については、北海道地限は北海道大ザ法科大

学院のロゴが入っ亡いる封筒(特注l問、その他の地区は、東京/、学法科

大平院の口ゴが入っている封筒(特持品)を崩いた。また、調査崇の差し

出L名義人については、松村が筆頭(署名の写L入り)で、太岡、フット

(科学制|究会基盤附究 (A) I主主判貝制度の受存と望ましい制度運射につ

い亡 裁判l員制!えは成功するかっ 」の研究分担者)、ノk下、杓取の名前
が併記されている 北海迫3会所属の弁門t上あての依頼状、皆促状では、

松村の肩書きに、千葉大'子教授に加えて、北海道大字1'，営教授という同書

きも記されている口

日収干の地|メによる差を主えると、封筒、依頼状などの|夫が回収京に

影響をヲえたものと臣、われるυ

(3) なお表に以明があるように、問 1¥- 2、問 5-3については、政見回数、

則聞の数値がおおきいものはカテゴリー化してまとめられといるι カテゴリー

イヒは、きりのよし喰k11直(例えば111)が、 H止のカテゴリー(例えば6-]()なと)

にまとめられており、また回i事者は、大きな数値をi事えるf晶子干には、忘却その
他の用，11によ 'J、概数で答える場合もあるから、一般的に言って数他の小きい

カテゴリーを過大評伺している可能性があることに民意しなければならなし」

この、数値の小さいカテゴリーがiH大詐価されている可能性があることは|ロ|枠

の数値をカテコリー化して表にした他の設問についても|叶じであるの

けl 間:， -3ではoヶ月という凶答(問日で、 I 起訴された にOをつけて
し通る)が 2 件あったが、 1 ヶ月~満は 1 ヶ月と考えて JIいので、データ処到上、

191 北法61U . 532) 532 



故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

Iと再コードした。

(5) 数伯を見ると、|叶順位をつけた回答首はごく少数であることがわかる p

(1，'，問20では自由記述で、裁判員裁判にふさわしいと与えられる事件を尋ねて

いる 1'1111記述部分については現在コーデイング処珂中「あり、本稿では百及

さiLiごし、なし、

げ l なお、問2611iの去で、経常介議士(パートナー)の数日という|ロ|枠がかな

りあるが、それは白分を除いてのノt トナーの数を結えてしミるのであろう刊さ

らに、*京で、弁護士の数が昔Lく多い事務所の出現碓，十が而いが、それは弁

J[.l:f同人を調査単位にしており、 l叶じ事務所の惚数の弁忍 hが調査対象になっ

ているt詩作があるからである。

引用文献

松村H.之他 (2市川j 現代日本人の11~.E:誠研究の珂論モデルとリサーチデザイン、

Jヒ人法学論集37:1477-1532 

(2008)裁判員制民と刑事司法に対ずる人々の意識、北大il、学論集59

: 2228-2302 
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jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改
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故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

付録

※削今票の人物(')什イズiiAもh工あるも

第91鈎号 。裁判員制度についての聞査 。
平成21年 .. 

{欄査企画}東京大学ー北海道大学
(積書重梶棒副)社団法人中央慣査社

{ごEλにあたってのお.'吟

ご配入院2ず金王室皇皐皇三皇量こお願いいたします.
・回答院問1から順にお客え〈ださも、

お答えは、あてはまる番号にO印をつげていただ〈場合..マスやカツヨの中慌数字坤文字を配入
する場舎があります.

核当者の方だけにお答えいただ〈質問もありますが、その場合は指示や矢印(ー+)にしたがって
お答えくださも、.

⑥-1 

量翻に‘.-容が縫わった刑事事件や不起2再処分となった事件で、最も直起に担当されたものにつ
いてお尋ねします.
間1 量孟2互主盟主、第一審が終わった刑事事件、あ6いは不起訴処分kな勺た事件を担当されまし
たカ.検備官送致世劃された少年事件を含みます.ただし、現在第ー箸で係属中の事件は謝象

外として〈ださも、.(0は1つ}

日担当し在世相穫士としての腕など、輔の都鵬首む)
Z 担当していない~ ー

トーー・聞0'、お進み〈ださいs 覚えていない

(閃 1-2から問6-4はその事件の中で最も竃涯のもの1つについておうかがいします}

間1-2 担当された事件を、園遷弁種人として受任されましたか、私書弁稽人として受任され
ましたか (0は1つ)

I ，園連弁縄人

I .私選弁飽人
s弁鰻人としてではないが、園与した
{具体的に

間zそ¢事件は謝開リ員制度の下ではそ¢対象Jとなる事件でした".なお 裁判員制度の対象事件.
なる事件とは、①死刑又は無期の懲役鋳鋼に当たる揮に係る事件、②法定合骨益事件であって故

意の犯虜行為により被曹者を死亡させた測に係る事件です'.(0は1つ}

@ 

|1曲、 2いいえ s分問い |⑧ 

問3 その事件が歳軒長岡鹿川下で審理されたら、どうなっていたと恩いますが、ご自前にお書き〈だ
さも、.(閉2で2主?をは"い饗支弁方ほ 仮定盆判囲網，.の謝金になっでいたJ宇佐宮してお答え〈
だきャ、】

二二二ご二二二二二二二二コ⑨
間4 担当された事件は身柄が拘束された事件でしたか'. (0怯1つ〉

什建捕勾樹事件(少年畿による観規事件を含む}
剖逮捕されたが、勾留されていない

s 逮捕されていない
4 その他(具体的に

)ヨ→岡5崎臨〈ださい

問4-2 その事件では咽図1.I度見に行かれましたか{起訴勾.."新聞も含む). 

仁日困、接見した

北it61(1. ;503) 503 
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論 μ見

間5 ，kに、事件の経過についてお数え〈ださい、 (0は1つ)

rl!，J起訴された ! 3 その他 人 | 
l日 J ←・岡6-、1 
I I !~2 不起訴処分で終了した {具体哨院 } 

間'-2 公判前盤理手伎に付されました福山 一一一一一一一一一一一一・ 1 はい Z いいえ @ 

削 s 起訴から第一審楠町四町馴向かりましたh → 仁口ヶ月 醐

間日期日酬回聞かれまし帥仲畑醐同は除山一→仁口困 輔

'"からの質問には.全ての先生がお答え〈ださい.
間6 はじめて弁種士登録をされたの怯いつです治、

@匂@
|珊巨工口年輔または 1胴 2軸回年韓 |日

間7 検事、判事 a判事補の径厳はあり玄す語、一一一一一一一一一一一・. ， な、 2 ある @ 

間8 蕗am車問曹司P盆いー・mJ..rt.J.-は、刑事狼円慣例度を2のように捉えていると思います治、
以下の(1)から (6) のそれぞれについてお答え〈ださ~'. (それぞれOは1つずつ)

そラ どちらかといえば どちらとも どちらか&いえぼ そう
凪わない 引旭同い い帥い 引制 酌

同一般の人びとは『晴人増傍人に黙秘 唱 2-----'-----4-----6 I@ 
を舗めるペきではないJ>謡っている

ド

(，) 般の人びとは『凶轟な事件の彼告人に
は弁飽人をつけることを許すべきでは t一一一一-2一一一一-，一一一一-4一一一一-，・
ないJ>凪っている

ド

(，)一般の人ぴ>は『裁判所は犯罪者に甘す l 
官一一一一一一-2一一一一一一-，一一一一一一-4一一一一一一-，・

ぎるJ>思っている l 
ド 4

帥 般の人びとは『死刑は凶轟な犯婦の防 l '------2------'------4------' I~ 止に役立つている」と思っている l 
ド 4

(5)ー般の人ぴ左は『被漕者の人格は噂'"さ l '------2------'------4------' I@ れている」と思っている l 
ド 4

(6) 般の人びとは『弁穣土ほ価額できる '------2------'------4------' I@ と息。ている l 

ここからは、先生ご白島のお者えを伺います.
間9 刑事裁判についてどのようにお考えですか.以下の(1)から(6)のそれぞれについてお答え〈ださ
も、'. (それぞれ3は1つずつ)

ぜちらか，ちらか>
.. いえぽそラ 2ちらkもいえぼそう そ'
思同い思わないいえない 町 間

(!)検集側は被告人に有刺な情報を出したがらない ，----2---，---4---6 " 
朗弁理人の仕事は、被告人の梅利 利益を守るため ，----2---，---4---6 に、法劫に許される塵界まで鰐カするこkだ

⑧ 

(3)刑事事件では早〈保畿できた方が被脅人の利益 t一一一-2一一-'---4一一-5 ⑨ 
となる
(. r在野法曹J>しての盲覚は舟磁土にkって盆

t一一一-2一一-3一一-4一一-， ・
要である

(届)刑事事件で無罪判決を勝ち取る弁理士院腕の齢、 t一一一-2一一-，一一-4一一-6 @ 
弁纏士である

(6)弁護士が有能か杏かL 所得の多皐kは関係がない ，----2 ---，---4 ---. ⑨ 

北法61U . 502) 502 



故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

間10 冒本の検察官を僧剰できると思いますか、それとも情額できないと思いますか'. (0は1つ〉

，*-.，，11:.< 醐で舎ない 自らか，いえば 民同も 目らかkいえば 帽でき. 柑に
闘で閥、 加問、 いえない 岡市 冊目

-------2 3 4 5 6 7 ⑩ 

間11 冒本の刑事機判官を僧剰できると思いますか、それとも信網できないと思いますか，(0は1つ)

，*-.，，11:.< 醐で舎ない 自らか，いえば 目 H も 出らかkいえば 帽で舎. 柑に
加師、、 加問、 いえない 帽でH 聞でH
-------2 3 4 5 6 7 I 9 

間12 冒本の警察官を信頼できると思いますか、それとも情調できないと恩いますか'. (0は1つ〉

，*-"，11:.< 醐で舎ない rちらか，いえば 出世も ，ちらか1::1':tt.1: 帽でき. 師伝
闘できない 伽閥、 いえない 闘できる 伽 H
-------2 3 4 5 6 7 I @ 

間13 先生のお考えでは、刑罰は何を目的にしたもの?すか. 般予防、広報、犯揮者の更生の三つの

うちで， 11要だ"考えるものから販舗に1からsの順位を書いて〈ださい.

ヨ竺口杢 応報→口番 犯罪者の更生→口番

以下でl弘有権者から墨ばれた・刺民訴.判官とー舗に行う・R判をr.判員による・判」、従来型
@犠判官のみiζよる樟判をr.寒梅判官のみlζよる樟判』と呼びます.
間14 .瞬司員による識判こついて、どのように思います恥以下の(1)から(9'のそれぞれについてお客

え〈ださb、、 〈それぞれOは1つずつ)

どちらか
といえぽ どちらか.， そう厄t> I!~~~も といえば そ'

aゎ.い ない いえたい夕日早.，
(1).:判長による議判が導入されると .. 何がわかりやす

t一一-2一一-3一一-4一一-. @ いものになる

(2'棋判長腔よる第判の噂入によって、'"咽E吋曾頼できな 旬一一-2一一-3一一-4一一-. .. いものになる
(3)裁判亘による裁判は、.実お判官のみによる検刑より

1 ---2----3 ---. ---• ⑮ 
民主主aの周曙吋‘なっている
(4'-.剥順による貌判5街道事入されると、議判が身近なもの

1 ---2----3 ---4 ---• .. 
忙な蚤

(5)":判長による視判は、・業.判官のみによる議判より、
旬 2--3---4---' @ 

同じような事件でち剤費の~.きがばらつ〈

{め裁判長による畿判は .衆歳判官のみによる畿判より t一一-2一一-3一一-4一一-. " 
入金公正に検〈
(1)歳利員による検判では真実を発見するととができない 1 ---2----3 ---4 ---• " 

("裁判長による畿判は .鶏歳判官のみによる畿判より t一一-2一一-3一一-4一一-. " 
社会の常臓を反映オる

(9).:判長による議判は マスロミや惟愉に第'摩される 1 ---2----3 ---4 ---• .. 

(1-北;，
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論 μ見

問" .食判長による.. 判と職衆裁判官のみによる裁判を比舷したときに、どのように思いますか.以下
の(1)から(5)のそれぞれについてお答え〈ださい.(それぞれ0は1つ子つ)

(1)職業..官のみによる検判よりも歳判員によ

る.剰の方が弁護人としてやりがいがある

臼}職薦議事宵のみによる歳判に比ペて裁判員

，ちらか，ちらかk.， いえばそち色左も いえばそう そ，
".ない 恩わない いえない 思う .， 

1--2--3  --4--5  " 

による裁剰を担当するのは、弁穫土として径 '一一-2一一一-3一一-4一一-5 " 
済尚に劃が合わない

(3)・・進議事官のみによる歳判に比ペて裁判員

による義判比起司暗から飾審判決までにか t一一-2一一一-3一一-4一一-5 " 
かる期間が長〈なる

(.)・衆議判官のみによる裁判に比べて、 .. 判員
による裁判は公判同$舗が大変である

1--2--3  --4--5  " 

(5)珊業強;..官のみによる歳判に比べて.'判員

による歳判は弁穣土の力量口が反映する
1--2--3  --4--5  " 

問 16 先生は、皇型且盆どのように判断しがちだと思いますか.以下の(1)から(8)のそれぞれについて
お答え〈ださい. (それぞれOは1つずつ}

判 自らか~，，;tr.!'自ら k も自らか~，，;tJ1 -t~ 

思わない そう息わない いえない そう思う 思う

(1)訟判員は、被告人の梅剰を尊重する t一一一一-2一一一一-3一一一一-4一一一一-5 10 
(2) a!判員は裁判官よりも重、咽を
科そうとする

(3) .'判員は無漢の入金有罪にしがち

だ

(~ 裁判員は、感情で判断をしがちだ

(5) .判員は死刑判院を出すのを

ためらう

1---2---3---4---6  I@ 

1---2---3---4---5 ⑩ 

1---2---3---4---5  I@ 

1---2---3---4---6 ・
(6) .. 判員は、真犯人を無罪にしがちだ 1---2---3---4---5  I@ 

(7) .'判員は、議判官の言いなりになる 1---2---3---4---0  10 

(8) .. 判員は、多〈指宵する人の意見に

引きずられる t一一一一-2一一一一-3一一一一-4一一一一-5 I@ 

問 17 仮と看食事町員による.. 剰と職舞.. 判官のみの裁判を湿択できるとしてお答え〈ださい.身に覚えの

なも匂厄揮で起訴された被告人について、先生ほどちらを、その依告人に勧めます泊、 (0はlつ〉

叩は山醤捌酬 J品出F同出ち砧ら…ぽ 出 J…k叫巾恥叫もい砂山』い川、吠えtな恥匙勧仙也い、 2目'"同貼ち砧ら
.. 凪判員によ‘a怠肱判 .膚週:&判官@易み与""桐 のみD'脆&判

------2 3 ・ 5 ・

北法61U '500)500 



故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

間 18 全体として、胃本の刑事裁判を僧剰できると思いますか、それとも情額できないと思いますか.
(01'ま1つ〉

'i:.，~< 同時なも、 どち帥といえば 出叫も ども，かといえば 咽で叫 非杭
闘で刷、 伽 H い いえない 酬でH 即 H

-------2 3 4 5 8 7 ・
間"日本の刑事.. 判の手続は公正だとお考えですか、公正でないとお考えですか (0は1つ)

:t.-:>Il:.{ ，IH::'"I!b:~' J!ちらか，いえば 出 U も 自ら山、えば :O::E"I!i>d 昨

公正でない 公正でない いえない 公正である 会歪である
----2  3 4 5 6 7 ⑮ 

間 20 .判員裁判にふさわしい事件ほどのようなものだと恩います泊、現在の法律にとらわれないで、

先生のお考えを白幽にお書き〈脅ささL、

「 寸

" 
し一一一一一一一一一一一一一一一一j
間21 先生が担当された刑事事件で、無実だと思っていたのに有罪の判決を受けたととはあります泊、
{、ずれかの審振で←度でも有揮になったものを含剖 (0は1つ}

|1 ある 2 舶、 S 判闘唖つ棚輔件はまだ加、 4 覚えて』申い I " 

間22 .判員による.. 判同ためには、弁穣人として何が重要だと思いますか.次の湿銀肢のうち、先生
が.. 要だ>恩うもの金てにOをつけてください.

唱 費桝の作り方
2 笹賓抽量出順序
2 資料提示{プνゼン)の仕方
4 liE悔の集め方

ー反対辱聞の仕方

e 公判での立ち居振る舞い
7 周帯法・宵薬使い

a 発声声の大きさ
@ 表情

10 その他(具体的に

間23 .，判員による貌判となる対象事件金、弁護人として受任しようと思いますか、思いませんか.
(0は1つ)

受怪し企〈 どちらかといえば どちらともいえない どちらかといえば 受怪しょラ
ない 受侵した〈ない 受怪しょラk凪ラ ，恩ラ

@ 

------2 3 4 5 9 

間24 般輸として、貌判員による.. 判が導入されるととに焚成ですか.反対?ずか'.(0は1つ)

醐 自らかJをいM 刷 出"もい出、 ，ちらかkいえ哨 醐

--------2 3 4 8 I @ 

北iHJ(l・499)499 r 421 
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論 μ見

先生@集積にかかわることについてお尋ねします<1>・2
問26 昨年度 (20ω年度、平成20年度)、援われた事業のおおよその内献をお数え〈ださい.なお
.判断案件のみならず.法律相慨も含むすべての事件についてお答え〈ださい.また、捜われた
事織がなも唱舎は rOJ1::ご配入〈ださい.

'"民事事件騨耕・その他の桝(陣樹齢晴蝉なぜも勧} 駒仁コ件 <1>-10 

曲刑事件紳耕悼む}動仁コ件 醐

一『一人・帆一間百恒
1<回選弁健人・付添人として受径は件問U

L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二二三工一一」
間26 先生が所属されている事費所で働いている弁穫土の数(ど自身も含む)を綾えて〈ださい.
いらっしゃらない場合は rOJ1::ご記入〈ださい.

(1)糧問士(パートナー} 仁コι一
(2)その他の弁穣士(アアシエイトなど)， I 人

間"先生は事務所の鑑賞弁護士{パートナー)ff語、そうではありません方、 (0は1つ}

唱 経営弁穫士(パートナー 3 その他(具体的に
{単独事君臨所を含む)

2 経嘗弁穫士(パートナー)ではない

最.にお手'院ですが‘先生ご自島@ことについて配λLて〈ださい.

Fl 先生の性別はどちらです語、 一一一一一一一+1 男性 2 女性

F2 先生の盆揮を酉暦または元号でお答え〈ださ".

⑮@  

⑫"ぺ，

@ 

@ 

|珊直四年生まれまたは 1明治山巾回年生まれ|乙

職男騎島判官のみによる謝瞬司k 義判貝による謝開リについて それぞれのよい点k聞置点は何だ"お考
えです方、そのように考えられる渥由も含めて自由にお段えください.

質問は以上です。長時間ご協力をいただきありがとうございました.

@ 
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